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令和 2年度特別職職員報酬等審議会 会議録 

 

日 時 令和 3年 3月 23日（火）17時 00分 ～ 17時 40分 

会 場 市役所 3階会議室 3D 

出席委員 熊坂委員、小池委員、藤山委員、三戸委員、檜山委員、長島委員 

（五十音順） 

欠席委員 なし 

市出席者 上野市長 

（市総務部） 

中屋総務部長、奥山職員課長、佐藤主査、川又主査 

傍 聴 者 0 名 

 

１  開  会 

 

○委員の全員が出席していることから、審議会が成立していることを確認し、開会。 

○会長を選出するまで事務局で進行。 

 

２ 市長あいさつ 

  ○市長あいさつののち、市長から各委員に委嘱書を手交。公務のため退出。 

 

３ 会長選出 

○委員の互選により、檜山委員を会長として選出し、以降会長が進行。 

○職務代理者として藤山委員を指名。 

 

４ 会議の公開・非公開について  

 

  会 長：傍聴の希望があった場合は許可すること、会議録については、発言者名を

伏せた状態で、要旨のみ公表とすることでよいか。 

 

【異議なし】 

       

５ 北広島市特別職職員報酬等審議会について及び令和２年度に実施した特別職職

員の報酬等調査結果について 

  

○事務局より、北広島市特別職職員報酬等審議会の位置づけと、特別職職員の報酬等

調査結果を説明。 
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【質問・意見】 

 

Ａ委員：政務活動費とはどのようなものか 

 

事務局：月額 1人 13,000円に会派所属議員数を乗じ、会派に対し交付するもの。 

年間で残余がある場合は、返還することとなっている。 

 

会 長: 市長、副市長、教育長の給与については平成１７年以降ずっと減額を行っ

ているとのことだが、すでに１０年以上継続して減額が続いている。見直

す予定は。 

 

事務局：市長等の減額については、附則に規定する自主的な減額について、当面の

間としているものが長期間に及んでいる現状。審議会は減額前の給料の妥

当性を審議することが基本だが整理は必要と考えている。 

 

６ 閉  会 

 ○会長より審議会への協力に謝意を述べ、閉会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


